
公民館使用料改定のお知らせ 
令和元年１０月１日から消費税率が引き上げられたことに伴い、 

令和２年４月１日から公民館の使用料が改定されます。 

皆様の御理解と御協力をお願いいたします。 

使用料が改定される部屋(室)の料金は、下記の通りです。 
★ただし、令和２年３月３１日までに、所定の手続きが済んでいる場合は、利用日が令和２年４月１日以降であっても改正前の料金が適用されます。 

 

 

 

 

 

 

 現 在            令和２年４月１日～  

現在「６００円／１時間」の使用料の部屋(室)   → 「６１０円」 

現在「１，０００円／１時間」の使用料の部屋(室) → 「１，０１０円」 

現在「１，５００円／１時間」の使用料の部屋(室) → 「１，５２０円」 

現在「２，５００円／１時間」の使用料の部屋(室) → 「２，５４０円」 

（※なお、上記表示以外の部屋（室）については使用料の変更はありません） 


